
相続・贈与・事業承継が専門です。
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平成30年度税制改正大綱が発表されました。
影響の大きい項目はありますでしょうか。

自社株を会社に買い取ってもらうことは可能でしょうか。

今⽉の
Q&A
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明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

TEL : 075-693-6363 FAX : 075-693-6565 URL : http://www.ego-kcc.com

■■■■■■ お問い合わせ ■■■■■■■
〒601-8328京都市南区吉祥院九条町３０番地１ 江後経営ビル

今月のお知らせ

真ん中の□に漢字を⼊れて、⼆字熟語を４つ
作ってみましょう︕
ただし熟語は⽮印の⽅向に読みます。

※ 正解は次号資産税NEWSにて発表いたします。

今月の
クイズ

？

※ 前号（No.140 平成29年12⽉号）の解答は【球】でした。

①動→□ ②⼯→□
③□→法 ④□→⽤ の4つの⼆字熟語が出来ます。
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税理士 江後慎太郎

平成30年度税制改正⼤綱が先⽇発表されました。資産課税関係では、⼩規模宅地の
特例の要件が⾒直しされます。

家族が住んでいた宅地、あるいは事業に使⽤していた宅地については、家族の⽣活
や事業を守る観点から、宅地の評価額を減額する特例（⼩規模宅地の特例）があり
ます。

⼩規模宅地の特例のうち居住⽤は、通常、被相続⼈と同居していないと要件を満た
しませんが、家なき⼦については、同居していなくても⼩規模宅地の特例が適⽤で
きます。

家なき⼦とは、被相続⼈には配偶者がなく、相続⼈と同居していなかった被相続⼈
の宅地を「持ち家に住んでいなかった相続⼈」が相続した場合には330㎡まで評価
額を80％減額する特例です。

「持ち家に住んでいなかった相続⼈」とは下記の条件になります。
１．相続⼈本⼈だけでなくその配偶者の持ち家にも住んでいないこと
２．持ち家に住んでいない期間は被相続⼈が亡くなる前3年間を超えること

平成30年税制改正⼤綱で「持ち家に住んでいなかった相続⼈」の範囲から、下記①
②に掲げる者が除外されます。
①相続開始前３年以内に、その者の３親等内の親族⼜はその者と特別の関係のある
法⼈が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②相続開始時において居住の⽤に供していた家屋を過去に所有していたことがある
者

持ち家のある相続⼈が、形式的にその持ち家を親族などに売却し、
そのままその親族名義の家に住み続けることにより、⾃⾝を家なき
⼦に該当させ、特例適⽤後にその親族から持ち家を買い戻すよう
なケースが考えられ、節税スキームを封じるための改正となります。

上記の改正は平成30年4⽉1⽇以降に相続が開始される場合に
適⽤されます。
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小規模宅地の特例の要件が見直しされます。

平成30年度税制改正大綱が発表されました。
影響の大きい項目はありますでしょうか。 Q

可能です。
「金庫株」とも呼ばれています。

自社株を会社に買い取ってもらうことは可能でしょうか。
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課長 牧本

⾃社株を発⾏法⼈に売却することが出来ます。

オーナーが所有している株式の⼀部を買い取って欲しい、弟が持っている株を相
続されては困るから会社で買い取る、少数株主が所有している株式を買い取って
しまいたい・・・使⽤する場⾯はいくつかあります。

注意点です。

①決算書上の配当可能利益までしか購⼊できません
むやみやたらと⾦庫株には出来ません。
会社の配当可能利益までが購⼊できる範囲になります。

②売主の課税問題に注意︕
オーナーが⾦庫株にする場合、多額の税負担になる可能性があります。
株式の売却だから売主の税⾦は「(売却価額－取得費)×20％(復興税除く)」
と考えがちですが違います。
会社の資本⾦等の額（＝もともとの額⾯⾦額の場合が多い）をこえる
部分は株式の譲渡所得ではなく、配当所得とみなされます。
会社から株主にお⾦を渡す⾏為なので税務上配当と考えているのです。
配当となりますと、売主は20％の税率ではなく、累進税率が適⽤されます。
つまり、所得の多いオーナーであれば最⾼55％の負担もあり得ます。

このようにオーナーが⾦庫株にする場⾯では売主の税負担に注意しましょう。

また、この税負担を軽減する特例があります。
相続後、相続税を⽀払った相続⼈が⾦庫株にした場合には、累進税率ではなく、
株式譲渡の20％の税率で良いというルールがあります。
相続後3年10か⽉以内に限ります。

相続税の納税資⾦を捻出したい場合には使い勝⼿が良い特例です。

02 連載！事業承継のススメ


